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敷
地
面
積
に
対
す
る
建
築
面

積
の
割
合
で
す
。
例
え
ば
、
敷
地
面
積
200
㎡
に
120
㎡

の
建
物
と
建
て
る
場
合
、
建
ぺ
い
率
は
60
％
に
な
り

ま
す
。 

【
容
積
率
と
は
】 

敷
地
面
積
に
対
す
る
延
床
面
積

の
割
合
で
す
。
例
え
ば
、
敷
地
面
積
200
㎡
に
延
床
面

積
400
㎡
の
建
物
を
建
て
る
場
合
、
容
積
率
は
200
％

に
な
り
ま
す
。 

【
準
防
火
地
域
と
は
】
市
街
地
に
お
け
る
火
災
の
危

険
を
防
除
す
る
た
め
に
定
め
る
地
域
で
す
。
こ
の
地 
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区
画
整
理
地
区
内
の
用
途
地
域

及
び
防
火
規
制
区
域
の
変
更 

の
変
更
予
定 

 

昨
年
12
月
14
日
の
土
地
区
画
整
理
審
議
会

委
員
の
選
挙
に
伴
い
、
10
名
の
方
が
当
選
さ

れ
、
本
年
2
月
5
日
開
催
の
第
15
回
審
議
会

に
お
い
て
、
新
体
制
が
左
記
の
と
お
り
決
定
し

ま
し
た
。 

 

こ
の
審
議
会
委
員
の
任
務
は
、
権
利
者
の
意

思
を
で
き
る
だ
け
事
業
の
上
に
反
映
さ
せ
る

た
め
、
市
で
作
成
し
た
資
料
な
ど
に
つ
い
て
、

同
意
あ
る
い
は
意
見
を
述
べ
な
が
ら
、
事
業
を

民
主
的
か
つ
能
率
的
に
運
営
さ
せ
る
た
め
の

監
視
役
的
な
役
割
を
し
て
い
ま
す
。 

任
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
20
年
12
月

19
日
ま
で
の
５
年
間
と
な
り
ま
す
。 

会 
 

長 

諸
岡 

秀
治
（
学
識
経
験
者
） 

会
長
代
理 

酒
井 

功 

（
借
地
権
者
の
部
） 

委 

員 

渡
辺 

武
能
（
宅
地
所
有
者
の
部
） 

 

委 

員 

春
日 

久
吉
（
宅
地
所
有
者
の
部
） 

 

委 

員 

河
野 

誠
次
（
宅
地
所
有
者
の
部
） 

 

委 

員 

高
貫 

博
樹
（
宅
地
所
有
者
の
部
） 

 

委 

員 

鬼
島 

有
孝
（
宅
地
所
有
者
の
部
） 

 

委 

員 

渡
辺 

健
一
（
宅
地
所
有
者
の
部
） 

 

委 

員 

柳
沢 

房
親
（
借
地
権
者
の
部
） 

 

委 

員 

豊
田 

正
一
（
学
識
経
験
者
） 

（
委
員
の
方
の
記
載
順
位
は
立
候
補
届
出
順
） 

 

区
画
整
理
事
業
の
進
捗
に
伴
い
、
用
途
地
域
の
境

界
線
と
道
路
計
画
と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
用
途
地
域
の
変
更
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。 

 

用
途
地
域
と
は
、
住
居
、
商
業
、
工
業
な
ど
の
土

地
利
用
の
大
枠
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
用
途
地
域

の
区
分
ご
と
に
、
建
て
る
こ
と
の
で
き
る
建
築
物
の

用
途
（
種
類
）
や
容
積
率
、
建
ぺ
い
率
な
ど
を
定
め

て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
土
地
利
用
に
応
じ
た
環
境
の

確
保
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

変
更
を
予
定
し
て
い
る
区
域
は
、
下
図
の
と
お
り

都
市
計
画
道
路
・
高
師
町
下
井
戸
線
の
隣
接
の
一
部

で
す
。 

変
更
内
容
に
つ
い
て
は
、
現
在
商
業
地
域
で
あ
る

一
部
を
第
一
種
住
居
地
域
に
、
第
一
種
住
居
地
域
で

あ
る
一
部
を
商
業
地
域
に
変
更
す
る
予
定
で
あ
り
、

容
積
率
、
建
ぺ
い
率
が
次
の
通
り
に
な
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
用
途
地
域
の
変
更
に
伴
い
、
防
火
規
制

区
域
も
併
せ
て
変
更
す
る
予
定
で
す
。
こ
の
規
制

は
、
火
災
の
危
険
を
防
除
す
る
た
め
に
、
建
築
基

準
法
に
よ
り
建
築
物
の
構
造
に
つ
い
て
一
定
の
制

限
を
行
う
も
の
で
す
。 

変
更
地
域
に
つ
い
て
は
、
用
途
地
域
の
変
更
し

た
②
商
業
地
域
を
準
防
火
地
域
と
し
、
①
第
一
種

住
居
地
域
を
準
防
火
の
除
外
区
域
と
し
ま
す
。 

 

今
回
、
変
更
を
予
定
し
て
い
る
用
途
地
域
及
び

防
火
規
制
区
域
の
現
在
あ
る
建
物
等
に
つ
い
て

は
、
規
制
の
適
用
は
受
け
ま
せ
ん
。 

用
語
の
説
明 

  

 

用途などの変更予定区域図 

現
況
用
途 

変
更
案 

 

域
の
建
物
は
、
階
数
や
延
べ
面
積
の
規
模
に
よ

り
、
耐
火
ま
た
は
準
耐
火
構
造
建
築
物
を
建
築

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
の
、
構
造
上
の
制

限
を
定
め
て
い
ま
す
。 
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